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処分第１号 

 

令和３年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第１５号） 

 

令和３年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第１５号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ47,137千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 30,916,791 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加及び変更は，「第２表 繰越明許費補正」

による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の廃止及び変更は,「第３表 地方債補正」による。 

 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和４年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 
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　歳　入 (単位   千円)

15 国庫支出金 7,574,487 10,272 7,584,759

1 国庫負担金 3,763,200 7,380 3,770,580

2 国庫補助金 3,790,787 2,892 3,793,679

16 県支出金 2,184,594 6,310 2,190,904

1 県負担金 1,295,704 3,690 1,299,394

2 県補助金 694,765 2,620 697,385

19 繰入金 255,114 △20,168 234,946

2 基金繰入金 125,518 △20,168 105,350

20 繰越金 898,585 12,449 911,034

1 繰越金 898,585 12,449 911,034

22 市債 3,258,215 △56,000 3,202,215

1 市債 3,258,215 △56,000 3,202,215

30,963,928 △47,137 30,916,791

　歳　出 (単位   千円)

2 総務費 3,869,748 △28,830 3,840,918

1 総務管理費 3,262,428 △28,830 3,233,598

3 民生費 13,455,861 20,000 13,475,861

2 児童福祉費 6,367,593 20,000 6,387,593

7 商工費 306,683 △522 306,161

1 商工費 306,683 △522 306,161

8 土木費 2,046,155 △11,927 2,034,228

2 道路橋梁費 1,033,287 △9,077 1,024,210

3 河川費 106,305 △2,850 103,455

10 教育費 4,024,061 △25,858 3,998,203

1 教育総務費 504,366 △3,988 500,378

6 保健体育費 2,100,993 △21,870 2,079,123

30,963,928 △47,137 30,916,791

補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項
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（追加） （単位  千円）

（変更) （単位  千円）

橋梁維持補修事業 49,555 橋梁維持補修事業 51,455

款 項
金額

3,850

事業名

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金支給
事業

10,420

事　業　名

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金支給
事業

347,405
市道第1-380号線（佐貫3号
線）整備事業

348,916

8　土木費 3 河川費 排水路整備事業 24,678

8 土木費 2 道路橋梁費
市道第1-380号線（佐貫3号
線）整備事業

第　２　表　　繰　越　明　許　費　補　正  　

款 項 事　　業　　名 金　　額

3 民生費 1 社会福祉費

補　正　前 補　正　後

金額
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（廃止） （単位  千円）

（変更） （単位  千円）

補　　正　　後補　　正　　前

第　３　表　　地　方　債　補　正

起債の目的

限度額

135,000

23,200

372,600

53,300

90,700

償還の
方　法

政府資金について
はその融資条件によ
り，銀行その他の場
合にはその債権者と
協定する もの によ
る。

ただし，市財政の
都合により据置期間
及び償還期限を短縮
し，又は 繰上 償還
（金融機関等に預金
保険法（昭和46年法
律第34号）第49条第2
項又は農水産業協同
組合貯金保険法（昭
和48年法律第53号）
第49条第2項に定める
保険事故が生じた場
合に，債権との相殺
による繰上償還を含
む。）若しくは低利
に借換えすることが
できる。

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

庁舎施
設整備
事業

25,900

地方道
路等整
備事業

380,800

排水路
整備事
業

旧長戸
小学校
施設解
体事業

151,500

普通
貸借

又は

証券
発行

年5.0%以
内（ただ
し，利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金及
び地方公
共団体金
融機構資
金につい
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては，当
該見直し
後 の 利
率）

55,500

体育施
設整備
事業

107,400

計 3,248,515

利 率
起債の
方  法

利 率
償還の
方　法

コミュニティセンター整
備事業

9,700

普通貸借

又は

証券発行

年5.0%以内
（ただし，利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について，利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

政府資金についてはその融資条件
により，銀行その他の場合にはその
債権者と協定するものによる。

ただし，市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮し，又は繰
上償還（金融機関等に預金保険法
（昭和46年法律第34号）第49条第2項
又は農水産業協同組合貯金保険法
（昭和48年法律第53号）第49条第2項
に定める保険事故が生じた場合に，
債権との相殺による繰上償還を含
む。）若しくは低利に借換えするこ
とができる。

起債の
目　的

限度額 起債の方法 利率 償還の方法

3,202,215

限度額
起債の
方  法
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